
【z244】扶養手当の扶養親族一人当たり月額

一般の職員 行政職８級及び相当 行政職９級以上及び相当

6,500 3,500 0

10,000 10,000 10,000

うち特定期間 15,000 15,000 15,000

注）行政職８級相当とは公安職９級および研究職５級

注）行政職９級以上相当とは公安職１０級および医療職（一）４級

注）特定期間は１５歳に達する日後の最初の４月１日から２２歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

扶養家族一人当り支給月額（円）

配偶者・父母等

子


